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平成３０年度 事業の実施状況

〈概 況〉

平成 30 年度の法定検査事業については、前年度に引き続き業務の効率化を図り、未受検者対策

として、地域を特定した一斉検査に積極的に取り組んだ結果、目標数をほぼ達成することが出来た。

本年度は、県の策定する「とくしま生活排水処理構想」に基づき、維持管理一括契約の推進や、

管理士特別認定制度の拡大等、行政・業界との連携を強化し、更なる受検率向上を目指したい。

また、啓発事業については、小学校への環境学習のほか、地域のボランティア団体等から「水の

浄化」に関する講習会の開催依頼が増え、浄化槽の果たす役割について説明する機会が増加してい

ることから、今後も積極的に取り組みたい。

収益事業においては、環境計量証明事業・物品販売等事業ともに、価格競争や競合商品もあるな

か、昨年度よりも売り上げを伸ばすことが出来た。

このような中、5 月には定時社員総会で任期満了に伴う役員改選が行われ、各部会から選出され

た新たな役員による組織運営が始まった。新体制では、それぞれ所属部会（業界）の立場に立った

意見や課題が提議され、活発な議論が行われている。

今後は、それぞれの業界の意見を踏まえつつ、各部会間の連携を図り、公益法人として県民に対

し最良のサービスを提供出来るよう、取り組んでいきたい。

平成３０年度事業計画に基づき実施した事業(4 月～ 3 月)は次のとおりである。

【公益目的事業１】【公益目的事業１】【公益目的事業１】【公益目的事業１】

１ 浄化槽による公共用水域の水質保全事業１ 浄化槽による公共用水域の水質保全事業１ 浄化槽による公共用水域の水質保全事業１ 浄化槽による公共用水域の水質保全事業
（１）浄化槽法第７条及び第１１条に規定する浄化槽の法定検査事業 ４９８，６５６千円（１）浄化槽法第７条及び第１１条に規定する浄化槽の法定検査事業 ４９８，６５６千円（１）浄化槽法第７条及び第１１条に規定する浄化槽の法定検査事業 ４９８，６５６千円（１）浄化槽法第７条及び第１１条に規定する浄化槽の法定検査事業 ４９８，６５６千円

１）平成３０年度は、稼働人員３７名体制で、８８，２６９基（年間計画数８９，０００基

に対し９９．２％）を実施した。(P.65～P.73)

区 分
29 年度 30年度年度年度年度

検 査 状 況 検 査 状 況検 査 状 況検 査 状 況検 査 状 況 増 減

検査員数
３７名 ３７名３７名３７名３７名 ０

７条検査
２，６８３基 ２２２２，６８６基６８６基６８６基６８６基 ３基

（24,852 千円） （25,001 千円千円千円千円） （149 千円）

１１条検査
８５，００２基 ８５８５８５８５，５８３基５８３基５８３基５８３基 ５８１基

（470,199 千円） （473,655 千円千円千円千円） （3,456 千円）

合 計合 計合 計合 計
８７，６８５基 ８８８８８８８８，２６９基２６９基２６９基２６９基 ５８４基

（495,051 千円） （498,656 千円千円千円千円） （3,605 千円）

また、検査手数料収入は、４９８，６５６千円で前年比３，６０５千円増となっている。

１１条検査については、昨年度比で５８１基増（対目標値９８．９％）と目標をほぼ達

成した。しかしながら受検率については、全体の約４割が未受検となっているため、保守

点検・清掃事業者と連携した特別認定管理士や一括契約協議会方式、今年度下半期から事

業が始まる、東みよし町での市町村設置型浄化槽などの普及に努め、受検率の向上と維持

管理の適正化を図りたい。
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２）法定検査の受検督促

法定検査の受検督促については、平成２９年度の未受検者を対象とし、センターから受

検指導を行った後に、各県民局長名による行政督促指導を行った。

受検指導にあたり、案内や電話による同一施設への度重なる受検勧奨を積極的に行った

が、結果として前年度比は２３９基減となった。

前年度未受検 検査実施数： 平成２９年度（６，７０５基）

平成３０年度（６，４６６基） ▲２３９基平成３０年度（６，４６６基） ▲２３９基平成３０年度（６，４６６基） ▲２３９基平成３０年度（６，４６６基） ▲２３９基

※下の①、②の合計数以外に、受検文書通知を送付していない施設（電話勧奨のみ）の受検件数も含んでおります。

① センターからの受検指導文書通知後、電話アポインター（５名）や近隣施設の検査を担

当する検査員によって受検指導を行った。その結果は次のとおりである。(P.74)

＜センター受検指導＞

管 轄 平成 29 年度 平成平成平成平成 30年度年度年度年度 前年度対比

案内数 検査数(率) 案内数 検査数(率)案内数 検査数(率)案内数 検査数(率)案内数 検査数(率) (検査数)

東部保健福祉局(徳島) 112,616 2,628(2.3%) 122,623 2,831(2.3%)122,623 2,831(2.3%)122,623 2,831(2.3%)122,623 2,831(2.3%) +203

南部総合県民局 14,782 390(2.6%) 13,352 367(2.7%)13,352 367(2.7%)13,352 367(2.7%)13,352 367(2.7%) ▲23

東部保健福祉局(吉野川) 15,922 240(1.5%) 16,285 300(1.8%)16,285 300(1.8%)16,285 300(1.8%)16,285 300(1.8%) +60

西部総合県民局 13,286 390(2.9%) 12,940 686(5.3%)12,940 686(5.3%)12,940 686(5.3%)12,940 686(5.3%) +296

合 計 156,606 3,648(2.3%) 165,200 4,184(2.5%)165,200 4,184(2.5%)165,200 4,184(2.5%)165,200 4,184(2.5%) +536

② センターからの受検指導後も未受検の施設については、各県民局長名による督促指導を

行った後、再度電話アポインターや近隣施設の検査を担当する検査員によって受検指導を

行った。その結果は次の通りである。（P.74）

＜行政からの文書指導＞

管 轄 平成 29 年度 平成平成平成平成 30年度年度年度年度 前年度対比

案内数 検査数(率) 案内数 検査数(率)案内数 検査数(率)案内数 検査数(率)案内数 検査数(率) (検査数)

東部保健福祉局(徳島) 45,232 963(2.1%) 45,468 785(1.7%)45,468 785(1.7%)45,468 785(1.7%)45,468 785(1.7%) ▲178

南部総合県民局 8,263 832(10.1%) 8,632 349(4.0%)8,632 349(4.0%)8,632 349(4.0%)8,632 349(4.0%) ▲483

東部保健福祉局(吉野川) 6,779 169(2.5%) 7,050 212(3.0%)7,050 212(3.0%)7,050 212(3.0%)7,050 212(3.0%) +43

西部総合県民局 6,084 294(4.8%) 6,060 256(4.2%)6,060 256(4.2%)6,060 256(4.2%)6,060 256(4.2%) ▲38

合 計 66,358 2,258(3.4%) 67,210 1,602(2.4%)67,210 1,602(2.4%)67,210 1,602(2.4%)67,210 1,602(2.4%) ▲656

③ センターからの受検指導通知・各県民局長名による督促指導通知に併せて行った電話

アポインターの受検指導の実績は次のとおりである。（P.74）

未受検における連絡不通の対策として、過去の連絡履歴を分析し、受検勧奨の時間帯

をずらせる等の措置を講じてきたが、督促対象者の固定化等の理由により電話アポイン

ターの受検勧奨による申込率は、昨年度とほぼ同数（前年度実績 ３，７６９件）であ

った。

今後は、アポインターの勤務時間を在宅率の高い時間帯に変更する等の施策を講じ、

さらなる受検率の向上を図りたい。

電話アポインタアポインタアポインタアポインターによるによるによるによる受検指導 電話連絡総数 ６８，，，，５４８件

【内訳】 申込済み ３，７６７件（ ５．５％）

未検査 ６１，０６５件（８９．１％）

休止・廃止 ３，７１６件（ ５．４％）
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④ 那賀町らくらくあんしん協議会は、設立後９年目を迎え、６月に第８回通常総会を開

催し、前年度の実績報告・決算報告を行った。（P.75）

平成３０年度の維持管理一括契約は、点検業者や法定検査時の案内により入会勧奨を

行ってきたが、新規契約数が１１件（総合計９２７件）と年々伸び悩んでいる。

原因として、那賀町は過疎化と高齢化が進み、浄化槽新設件数が少ないことや、補助

対象とはならない既存の単独浄化槽が多いことなど、協議会への加入が見込めない状況

が挙げられる。また、老齢化に伴う施設への入所や、契約者の死亡などにより、契約解

除の件数も増加している。

今後は、既存単独槽設置施設に対する、合併槽への転換推進や、設置補助制度の情報

提供を行うことで、ひいては協議会加入の設置者が増加するよう取り組みを推進してい

きたい。

なお、協議会加入の単独浄化槽については、浄化槽管理士特別認定制度による認定管

理士によって３０２件（うち２件解約済）の法定検査（一次検査）が行われた。

＜開催事業＞

(6/21日) 那賀町浄化槽らくらくあんしん協議会 第８回通常総会

(3/22日) 那賀町浄化槽らくらくあんしん協議会 打ち合わせ会議

浄化槽設置数（10人槽以下）：２，０２３基 維持管理一括契約数：９２７基（45.8%）

那賀町らくらくあんしん協議会

第８回通常総会(6/21 日) 協議会打合せ会議(3/22 日)

⑤ 神山町きれいな水づくり推進協議会は、設立後６年目を迎え、６月に第７回通常総会

を開催し前年度の実績報告・決算報告を行った。(P.76)

平成３０年度の維持管理一括契約数は、点検業者による入会勧奨や法定検査時の案内

を行ってきたが、新規契約数が１８件（総合計４９２件）と横ばい状態となっている。

これは多くの設置者が使用人数の減少などを理由に、年１回の清掃を負担と感じ、一

括契約となる協議会への入会に結びつかない現状が存在するためである。

浄化槽にとっては、保守点検・清掃・法定検査が不可欠であることから、適正な維持

管理の普及促進と、それらを一括契約で担保する協議会入会への働きかけを行っていき

たい。

なお、神山町における協議会加入の単独浄化槽については、浄化槽管理士特別認定制

度による認定管理士によって、２０１件（うち１件解約済）の法定検査（一次検査）が

実施された。

＜開催事業＞

(6/7日) 神山町きれいな水づくり推進協議会 第７回通常総会

(1/16日) 神山町きれいな水づくり推進協議会 会議
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浄化槽設置数（10人槽以下）：１，８５５基 維持管理一括契約数：４９２基（26.5%）

神山町きれいな水づくり協議会

第７回通常総会(6/7 日) 協議会会議(1/16 日)

３）検査率向上、維持管理の徹底を図る方策として、平成２５年度から開始した「浄化槽管

理士特別認定制度」では認定管理士による一次検査を推進するために取り組んでいるが、

実績は伸び悩んでいる。現在会員企業に対して、特別認定管理士による採水検査を働きか

けているが、今後もさらに制度の普及促進促進のため、認定管理士の増員を図り、採水検

査数が増加するよう、設置者に対しても周知を行っていきたい。

行政を主体とした浄化槽管理士特別認定制度審査委員会では、現在までのスクリーニン

グ試験やクロスチェックといった信頼性確保への取り組みに対して行ってきた結果につい

て報告を行い、運用状況面での承認を受けた。また、制度改正として、登録した日から１

年間としていた有効期限を該当年度末とし、更新講習会の参加機会を拡大した。

＜浄化槽管理士特別認定制度浄化槽管理士特別認定制度浄化槽管理士特別認定制度浄化槽管理士特別認定制度＞

検査員と同等の知識・技能を有する浄化槽管理士を、検査機関が特別に認定し、

法定検査の一部業務を委託する制度であり、自動車の民間車検場と同様の機能を

持ちます。

この制度を活用することにより、受検率の向上はもとより、会員事業者は、他

業者との差別化が図れると同時に、設置者の手間の軽減等、利便性も向上します。

①当該制度では、認定管理士に対し、１年ごとの更新手続きを義務づけているが、今年度か

らは利便性を高めるため、地域ごとに「特別認定管理士更新講習会」を開催し、一次検査に

おける精度管理の説明や水質検査機器類のクロスチェックを行った。

７月２４日 第１０回浄化槽管理士特別認定制度審査委員会

７月２７日 第１回浄化槽管理士特別認定更新講習会（東部地区）（受講者１２名）

９月２６日 第２回浄化槽管理士特別認定更新講習会（東部地区）（受講者１４名）

９月２７日 第３回浄化槽管理士特別認定更新講習会（南部地区）（受講者 ８名）

９月２８日 第４回浄化槽管理士特別認定更新講習会（西部地区）（受講者 ８名）

１月２４日 平成３０年度浄化槽管理士特別認定講習会（徳島） （受講者 ２名）

１月２５日 第５回浄化槽管理士特別認定更新講習会（東部地区）（受講者１２名）

３月 ５日 第１１回浄化槽管理士特別認定制度審査委員会
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【認定管理士・指定事業所（平成 31 年 3 月 31 日時点）】

認定管理士 － 71 名、 指定事業所 － 29 社

【認定管理士による一次検査実績（平成 30 年度）】

741 件（那賀町-302 件、神山町-201 件、その他-238 件）

審査委員会(7/24 日) 管理士特別認定更新講習会(9/26 日)

認定講習会(1/24 日) 審査委員会(3/5 日)

４）一括契約協議会の推進

市町村単位に設立された一括契約協議会では、美馬市・つるぎ町・海部郡においては関

係業者により契約が勧められ、僅かではあるが、実績が出てきた。

実績の無い市町村については、実運用に取り組めるよう、一括契約加入時の事務取扱や

推進方法について協議していく。

７月２４日 海部郡浄化槽一括契約協議会 通常総会（第４回）

【設立済市町村】

三好市、海部郡(3 町)、美馬市・つるぎ町（合同）、小松島市、勝浦町、上勝町、

那賀町、神山町

５）継続検査制度の推進

平成２８年度から制度を開始した、「継続検査申込」であるが、昨年度からは、「継続

検査申込」の手続きが完了した施設について、センターから返信不要の「訪問予定日通知」

を送付し、検査を実施している。

現時点では概ね良好に制度が推移しているが、一部で、転居して転売した施設や、契約

者が死去し、使用していない施設の検査が勝手に行われたとの苦情が寄せられるケースも

出てきている。不在時に検査を実施した際は、現場の使用状況や入居者確認を徹底させ、

それでも判断出来ない場合は、別途入居者に電話で確認する等の予防策を講じていきたい。

平成３０年度末時点での「継続検査申込」の申込数は、２０，５５６件にのぼっており、

１１条検査推進に効果を上げている。
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（２）検査台帳の整備及び浄化槽データの管理に関する事業（２）検査台帳の整備及び浄化槽データの管理に関する事業（２）検査台帳の整備及び浄化槽データの管理に関する事業（２）検査台帳の整備及び浄化槽データの管理に関する事業

１）平成３０年度は５支所で新設浄化槽２，６８１基（うち４２基は取下げ届提出）の設置

届出書及び計画書を受け付け、昨年度と比較し、１０３基減となった。また、検査実施後

の指導による無届浄化槽の届出も８８基あった。

制度化されて７年目となる「浄化槽維持管理標準契約書」（以下「標準契約書」という）

についても、申請に併せて２，４４４基分（前年度比９３基減）の契約書を受け付けた。

なお、標準契約制度は概ね順調に推移しているが、経年に伴い、受検率の低下及び未収

率の増加という状況が見受けられる。

検査員及びアポインターによる受検勧奨及び督促を行っているが、契約を行っているこ

との認識があるにもかかわらず、受検及び支払いを拒否するケースも散見される。

標準契約書は、浄化槽設置届出時に、その提出が件浄化槽事務取扱要領で規定されてお

り、浄化槽設置者と維持管理について締結した正式な契約となっている。

この契約を履行することは、契約者双方の義務であることからも、設置者への更なる受

検勧奨を行い、維持管理の実施を徹底したい。

６６６６，０００千円０００千円０００千円０００千円（徳島県委託事業徳島県委託事業徳島県委託事業徳島県委託事業）

その他の浄化槽に関する各種申請受付状況はP.77～P.79のとおりである。

２）郵便物の届かない浄化槽や新設浄化槽、建売物件の入居状況を２名の調査員と一部検査

員によって再調査し、検査対象浄化槽のデータ整備を図った。

調査による現場確認数 ６，４３６基

（３）不適正浄化槽の改善指導と水質改善に関する調査研究事業（３）不適正浄化槽の改善指導と水質改善に関する調査研究事業（３）不適正浄化槽の改善指導と水質改善に関する調査研究事業（３）不適正浄化槽の改善指導と水質改善に関する調査研究事業

１）不適正浄化槽については、まず、検査結果書により改善を促し、さらに、改善報告のな

い浄化槽に対しては、関係行政機関（県水・環境課、県民局（福祉局）、土木、市町村）

から文書による改善指導を行っている。３０年度の関係行政機関からの改善指導はP.80の

とおりである。

不適正と判定された浄化槽１６，６８４基（指導項目総数１７，４８７項目）に対し、

改善指導を行った結果、平成３１年３月末までに、３，４５６項目の改善報告を受け付け

た。関係行政機関別の内訳は次のとおりである。

指導する関係行政機関 指導対象 主な指摘内容 指導件数 改善報告数 改善確認数

県 水・環境課 保守点検業者 保守点検不備 8,192 件 2,439(29.8%) -

保健福祉局・県民局 浄化槽管理者 無管理等 7,647 件 727 (9.5%) -

土木事務所･特定行政庁 浄化槽管理者 破損等 451 件 105(23.3%) 72(16.0%)

市町村 清掃業者 清掃不備 1,197 件 185 (15.5%) -

合 計 17,487 件 3,456(19.7%)

※破損等（土木事務所指導分）の改善報告については、再度現場にて改善確認を行っています。

改善報告率は年度末分途中のため低い数値であるが、最終的には 20 ％程度の数値となると思われる。

また、平成 26 年度に「徳島県浄化槽事務取扱要領」・「徳島県浄化槽の設置及び維持管

理要領」で標準化された点検・清掃記録について、平成 28 年度から、所定様式の記録票

が使われていない場合は業者指導を行っており、その指導件数が、県水・環境課からの保

守点検業者に対する点検不備および市町村からの清掃不備として含まれている。

現在、標準化された記録票の使用が徹底されるよう、浄化槽の新規設置者講習会（浄化

槽教室）で説明を行っているが、今後も引き続き、普及啓発と指導に努めたい。
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２）浄化槽技術検討委員会では、水質改善に関する調査研究対象として、不適正浄化槽の中

から水質が悪化している浄化槽で、且つ原因が不明なものを選び、保守点検業者等と連携

を図りつつ二次検査の実施を行っている。

実施件数及び結果は下記のとおりであり、結果については設置者・保守点検業者に連絡

済である。

〈浄化槽技術検討委員会の役割〉

○浄化槽管理士・技術管理者・環境計量士等の有資格者である職員と外部の

学識経験者で構成する

○上記二次検査により、水質悪化の原因を究明すると共に、有効な改善策を

提示するための協議を行う（機能評価部会）

○特別認定管理士の審査に伴う各種資料の収集と、データの確認・検証を行

う（クロスチェック部会）

＜浄化槽技術検討委員会の開催＞

4/18、6/26、8/30、10/29、11/2、12/26、12/27、3/1 （計 8 回）

水 質 悪 化 原 因 件数 二 次 検 査 内 容

流入水量の過多(短時間的なものを含) 5件 使用状況聞取、採水 4 箇所(各 8 項目分析＋各 5項目測定)

循環装置の調整不良による 2件 使用状況聞取、採水 4 箇所(各 8 項目分析＋各 5項目測定)

間欠定量装置の移送過少 1件 使用状況聞取、採水 4 箇所(各 8 項目分析＋各 5項目測定)

担体流動槽の空気調整ﾊﾞﾗﾝｽによる 1件 使用状況聞取、採水 4 箇所(各 8 項目分析＋各 5項目測定)

一過性による 1件 使用状況聞取、採水 4 箇所(各 8 項目分析＋各 5項目測定)

合 計 10 件

３）（公財）日本環境整備教育センターからの委託により、調査対象として選定された浄

化槽が、全国浄化槽推進市町村協議会の浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適

合した浄化槽かどうかの実地調査を行った ２６５千円２６５千円２６５千円２６５千円

（４）浄化槽の機能保証制度に関する事業 ３，９６６千円（４）浄化槽の機能保証制度に関する事業 ３，９６６千円（４）浄化槽の機能保証制度に関する事業 ３，９６６千円（４）浄化槽の機能保証制度に関する事業 ３，９６６千円

平成３０年度は全浄連が行う機能保証制度の登録申請書１，５５１基（取下除く）を受付し、

全浄連及び管轄の市町村には、保証制度登録者受付台帳を送付した。また、設置者には、機能

保証登録証とともに適正な維持管理のパンフレット及び「標準契約書」の控えを送付し、使用

開始後の適正な維持管理についての周知を図った。(P.81)

２９年度 ３０年度 前年度対比

申 請 件 数 取 下 げ 申 請 件 数 取 下 げ (取下除)

書類申請 1,346 基 56 基 1,329基 51基 ▲ 12 基減

電子申請 337 基 10 基 282基 9基 ▲ 54 基減

合 計 1,683 基 66 基 1,611基 60基 ▲ 66 基減

なお、平成３０年度は２件の機能保証の申立があり、検査員による調査、審査委員会による

審査を経て、２件とも「原因者が特定できない瑕疵が発生した場合」として保証の対象となっ

た。
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【機能保証の申立】・・・２件

保証申立日 地 域 状 況 結 果

平成 30 年 藍住町 浄化槽法第 11 条検査実施 「原因者が特定できない瑕疵が

1月 11 日 （H24.10 申請） 時に漏水を確認。 発生した場合」として保証の対

(前年度の申立だが 象となる。

保証適用は 30 年度)

平成 30 年 石井町 清掃実施時に嫌気ろ材の 「原因者が特定できない瑕疵が

6月 18 日 （H24.12 申請） 脱落を確認。 発生した場合」として保証の対

象となる。

（５）浄化槽の適正な施工及び維持管理に関する啓発及び相談、確認調査等の事業（５）浄化槽の適正な施工及び維持管理に関する啓発及び相談、確認調査等の事業（５）浄化槽の適正な施工及び維持管理に関する啓発及び相談、確認調査等の事業（５）浄化槽の適正な施工及び維持管理に関する啓発及び相談、確認調査等の事業

１）浄化槽に関する普及啓発事業として下記事業を行った。

＜浄化槽月間 啓発事業＞

県主催による浄化槽月間街頭啓発活動に参加し、パンフレットの配布やアンケート

の実施を行った。

１０月１７日 マルナカ吉野川店でパンフレットの配布・アンケートの実施

１０月１８日 道の駅・貞光ゆうゆう館

１０月２３日 道の駅・日和佐

１０月３０日 フレスポ阿波池田

＜阿南市活竹祭 啓発活動＞

２月２４日 阿南市活竹祭にて啓発用ブースを出店、

パンフレット配布・アンケートの実施

マルナカ吉野川店(10/17) 道の駅・貞光(10/18)

道の駅・日和佐(10/23) フレスポ阿波池田(10/30)
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阿南市活竹祭（2/24）

①５支所窓口において、来所する設置者や業者を対象に専門的な知識を持っている職員が浄

化槽の適正な施工や維持管理等に関する相談に随時対応した。

②インターネットによるホームページを活用し、浄化槽のしくみや正しい知識に関する情報

を適時に掲載し、浄化槽の適正な施工及び維持管理の普及啓発に努めた。

③県の委託事業である、浄化槽関係書類の受付業務については、届出された設置届出書等の

内容を審査し、浄化槽設置者データを登録、設置者には受理通知書を送付した。

④設置届けに添付が義務づけられた「標準契約書」については、50人槽以下の浄化槽全ての

添付を確認し、維持管理を行う業者には契約手続き完了の通知を行った。

⑤受付した浄化槽のうち、市町村の補助対象となっているものについては、７条及び１１条

検査の申込書、設置届出書（又は計画書）、「標準契約書」の控えや検査料払込証明書、

設置情報確認書などを発行又は送付した。

⑥平成３０年度の委託事業である下記市町村の設置確認検査及び事前検査は次のとおりであ

る。

市 町 村 事業内容 平成 29 年度 平成平成平成平成 30年度年度年度年度 前年度対比

徳島市徳島市徳島市徳島市 設置事前検査業務 ６１３基 ６１８基６１８基６１８基６１８基 ５基

設置確認検査業務 ５７１基 ５５９基５５９基５５９基５５９基 ▲１２基

（６）浄化槽に関する講習会・研修会の開催事業（６）浄化槽に関する講習会・研修会の開催事業（６）浄化槽に関する講習会・研修会の開催事業（６）浄化槽に関する講習会・研修会の開催事業

①新しく浄化槽の設置届出手続きをした方を対象に浄化槽教室を開催し、受講者には受講

証明書を発行した。また、市町村担当課には、受講者台帳を送付した。（P.82）

今年度の受講者数は、１，６１１名、受講率は 73.2 ％と前年度比 11.4 ％の増加であるが、

申請年度と受講年度が異なる（年度を跨ぐ繰り越し）ケースの受講が増えているため、結果

的に、受講率は 75 ％以上となる見通しである。

29 年度 30年度年度年度年度 差 異

対 象 数 ２，７７２基 ２，２０２基２，２０２基２，２０２基２，２０２基 ５７０基

開 催 回 数 ４０回 ４０回４０回４０回４０回 ０ 回

参 加 者 数 １，７１３名（61.8%） １１１１，，，，６１１名６１１名６１１名６１１名（（（（73.2%）））） ▲１０２名

※対象数（申請数）には、未着工、未完成分も含まれており、結果的には75％以上の受講が見込ま

れます。
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浄化槽教室（全４０会場）

徳島会場(6/26 日) 鳴門会場(12/20 日)

②年度を区切りとして、各市町村の浄化槽担当者が交代するため、行政担当者を対象にセン

ター主催で「浄化槽担当者説明会」を実施し、浄化槽に関する各種情報を提供した。

日 程 ： 平成３０年５月２５日

開催場所 ： 公益社団法人 徳島県環境技術センター

出席人数 ： 市町村行政関係者２５名

内 容 ： ・浄化槽を使っての実地研修

・県様式の標準記録票について

・浄化槽コンクリート底板の施工のポイントについて

・平成２９年度法定検査実施報告について

市町村浄化槽担当者説明会(5/25)

（７）浄化槽に関する情報の収集、情報誌の発行事業（７）浄化槽に関する情報の収集、情報誌の発行事業（７）浄化槽に関する情報の収集、情報誌の発行事業（７）浄化槽に関する情報の収集、情報誌の発行事業

１）各市町村が行う補助事業の補助額や必要書類についての調査を行い、その情報を取り纏

めて一覧表を作成し、関係者に配布した。

２）浄化槽に関係する最新情報や浄化槽に関する各種データ等を載せた月刊機関誌「みどり」

を発行し、各行政機関等へ配布するとともに、当法人の５支所にも備え置き、一般の方に

も提供、同時にインターネットのホームページにも掲載した。

３）浄化槽に関する最新情報を提供するため、全浄連が作成発行している、「全浄連ニュー

ス」を各関係機関に無償配布した。

（８）地域の水環境保全のため浄化槽の普及を図る事業（８）地域の水環境保全のため浄化槽の普及を図る事業（８）地域の水環境保全のため浄化槽の普及を図る事業（８）地域の水環境保全のため浄化槽の普及を図る事業

１）徳島市の委託事業である、合併浄化槽転換推進事業では、検査員が単独浄化槽の設置者

に対し、合併浄化槽のパンフレットを配布又は利点を説明し、合併浄化槽への転換を勧め

た。但し、毎年ほぼ同じ設置者に対し推進しており、効果の低下が懸念されるため、配布

・説明対象とその方法・内容等について、市と再度協議を行いたい。 ３３０千円３３０千円３３０千円３３０千円
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転換推進啓発内容 平成 29 年度 平成平成平成平成 30年度年度年度年度 前年度対比

パンフレット配布業務 ５，９０８件 ６，７９８基６，７９８基６，７９８基６，７９８基 ８９０基

合併への転換説明業務 ９８７件 ７４４基７４４基７４４基７４４基 ▲２４３基

啓 発 数 計 ６，８９５件 ７，５４２基７，５４２基７，５４２基７，５４２基 ６４７基

＜参考 徳島市設置事前検査における設置・転換状況＞

～23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度30年度30年度30年度 累計

設置 4,030 656 671 584 577 637 563 574 8,292

転換 524 77 73 64 68 51 50 44 951

転換啓発用パンフレット

（徳島市）

２）「平成 30 年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ型大型浄化槽システム

導入推進事業)」の交付事業の執行団体として（一社）全国浄化槽団体連合会が選定され

たことにより、当センターが徳島県内の事業推進を担当し、関係業者及び行政関係者を対

象に説明会を開催した。この結果、平成３０年度には１ 0 件の申請があった。

＜各県団体への制度説明会＞

４月 ３日 省ｴﾈ型中・大型浄化槽ｼｽﾃﾑ導入推進事業受付説明会（グランドヒル市ヶ谷）

＜関係業者・行政担当者・施設管理者への推進説明会（６０名が参加）＞

６月２０日 省ｴﾈ型中・大型浄化槽ｼｽﾃﾑ導入推進事業説明会（吉野川）

６月２１日 省ｴﾈ型中・大型浄化槽ｼｽﾃﾑ導入推進事業説明会（南部）

６月２２日 省ｴﾈ型中・大型浄化槽ｼｽﾃﾑ導入推進事業説明会（東部）

６月２５日 省ｴﾈ型中・大型浄化槽ｼｽﾃﾑ導入推進事業説明会（西部）

（９）その他地域の水環境保全及び公衆衛生の意識高揚を図るための事業（９）その他地域の水環境保全及び公衆衛生の意識高揚を図るための事業（９）その他地域の水環境保全及び公衆衛生の意識高揚を図るための事業（９）その他地域の水環境保全及び公衆衛生の意識高揚を図るための事業

① 「みなみから届ける環づくり会議」への参加

企業、民間団体、研究機関、行政などの１５団体と３名の研究者が、県南で環境課題の

解決を目標に活動している産学官民の協働体である。当センター担当者は幹事として参画

し、各種イベントの開催について協議を行ってきた。

【会議への参加】

６月 １日 みなみから届ける環づくり会議 幹事会・総会

１０月 ２日 みなみから届ける環づくり会議 水質ＷＧ会議

３月１４日 みなみから届ける環づくり会議
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【イベント】

１０月２８日 第１６回阿南市こどもフェスティバル

※アサリによる汚水の浄化実験や紙すきを実施

阿南市こどもフェスティバル(10/28)

② 学校教育において、環境学習を熱心に取り組んでいる学校を対象に、出前講座を行い、

科学実験などを通して水の大切さを学んでもらう活動を行った。

また、学校以外に、各地域で取り組む環境保全活動において、講師として招かれ、水環

境保全や浄化槽についての講演を行った。

（小学校－１８回、地域住民他－３回 計２１回）

【環境学習への取り組み】

５月２３日 阿南市立横見小学校、 ６月１７日 美馬市立三島小学校

６月２９日 吉野川市立飯尾敷地小学校、７月１０日 徳島市立大松小学校、

８月３０日 吉野川市立高越小学校、 ８月３１日 つるぎ町立太田小学校

９月 ５日 上板町立神宅小学校、

９月 ８日 とくしま”SATOUMI”リーダー育成講座

９月１１日 阿南市立桑野小学校 ９月１２日 上板町立松島小学校

９月１８日 阿波市立八幡小学校、 ９月２０日 徳島市立沖洲小学校

１０月０１日 美馬市立江原北小学校、 １０月０２日 美馬市立江原南小学校

１０月１２日 美馬市立脇町小学校、 １０月１９日 上板町立高志小学校

１０月２２日 美馬市立穴吹小学校、 １１月０６日 阿南市立新野東小学校

１１月３０日 阿波市立伊沢小学校、 １月１２日 福井婦人会

横見小学校(5/23) 三島小学校(6/17) 飯尾敷地小学校(6/29)

大松小学校(7/10) 高越小学校(8/30) 太田小学校(8/31)
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神宅小学校(9/5) SATOUMIﾘｰﾀﾞｰ育成講座(9/8) 桑野小学校(9/11)

松島小学校(9/12) 八幡小学校(9/18) 沖洲小学校(9/20)

江原北小学校(10/1) 江原南小学校(10/2) 脇町小学校(10/12)

高志小学校(10/19) 穴吹小学校(10/22) 新野東小学校(11/6)

伊沢小学校(11/30) 福井婦人会(1/12)

③ 「浄化槽の日」ポスターコンクールの開催

未来を担うこどもたちに、水の大切さを知ってもらうため夏休み課題のポスターを募

集した。今年度も４０作品の応募があり、１０月には優秀作品を選考し、１１月２１

日には徳島県知事から表彰を受ける授与式を行った。

尚、優秀作品については、県庁および東部保健福祉局で一般公開したほか、平成２
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９年度のカレンダーに活用し、小中学校に配布した。

７月～８月末 県内小中等学校へ作品の募集

９月１０日 応募締切（４０作品）

１０月 ４日 応募作品審査会（応募40点 最優秀- 2点、優秀- 6点、佳作-20点）

１１月２７日 徳島県知事室にて最優秀作品表彰式

１１月～３月 徳島県庁、東部保健福祉局（徳島保健所）、藍住町役場、板野町役場、

松茂図書館、北島町図書館にて優秀作品の展示

平成30年度「浄化槽の日」ポスターコンクール

（小学校の部最優秀作品) (中学校の部最優秀作品) 表彰式で知事と記念撮影

③ 「水すまし隊」による活動

県内のこどもたちに「水の大切さ」や「環境を守っていくこと」の重要性を知っても

らうため、センターの若手職員が中心となって、様々なイベントを企画し、幅広い啓

発ができた。また、ホームページのブログでは、水すまし隊の活動報告や個々のメン

バーからの報告を掲載した。

さらに、夏休みには、鳴門市の網干海岸にて海洋生物調査を行い、海辺の生き物と触れ

合った。

４月 １日 津田地区「六右衛門祭り」

地域の活性に貢献するため、金魚すくいを行い、センターの活動をＰＲ

した。

６月１０日 あすたむらんど「環境月間特別エコ工作」

「マリンジュエリーを作ろう」と題し、貝殻やビール瓶のフタ（王冠）

に UV レジンを使ってデコレーションし、オリジナルのストラップやバ

ッジを手作りした。遊びを通じて親子で環境について考え、当センター

の事業をＰＲした。

７月２８日 海岸生物調査「夏休みこども科学実験教室」

徳島県環境管理課の委託事業として海洋生物調査を受託し、鳴門市網干

海岸で海洋生物の生態調査を行った。

８月 １日 あすたむらんど「水の日イベント～竹のてっぽうで花に水やりを～」

手作りの竹の水鉄砲やペットボトルじょうろを用いて、ため池の水を花

壇に散水し、水の循環について学んでもらった。

１１月３､４日 サイエンスフェアー２０１８「おもしろ博士の実験室」

お菓子のパッケージとレジン液を使った指輪を作り、日常生活の中でも

エコ活動ができることを体感してもらった。

１２月１５日 エコみらいとくしま 12 月イベント
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限りある資源を大切にすることを目的とし､使用済み牛乳パックを使っ

て紙をすき、グリーディングカードを作成した。

２月 ９日 環境保全・海ごみ対策フォーラムＩＮとくしま

環境省海岸漂着物等地域対策推進事業の一環として徳島県主催のイベン

トに参加し、センターのブースではＣＯＤパックテストにより様々な種

類の水の汚れの程度を確認し、水の大切さを学んだ。

３月 ２日 エコみらいとくしま 3 月イベント

ペットボトルを再利用して消臭剤を作り、身近なエコ活動を体感しても

らった。

津田地区「六右衛門祭り」(4/1) あすたむらんど「特別エコ工作」(6/10)

海岸生物調査(7/28) あすたむらんど「水の日ｲﾍﾞﾝﾄ」(8/1)

ｻｲｴﾝｽﾌｪｱｰ2018(11/3､4) エコみらいとくしま 12月ｲﾍﾞﾝﾄ(12/15)

環境保全･海ごみ対策ﾌｫｰﾗﾑ(2/9) エコみらいとくしま 3月ｲﾍﾞﾝﾄ(3/2)
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④ 徳島市パークアドプト清掃活動

徳島市パークアドプト清掃活動に参加し、津田海岸町の公園の除草や清掃を実施し、

地域の美しい憩いの場を確保した。

（活動実施日）

１０月３日、１２月２１日、２月７日

ﾊﾟｰｸｱﾄﾞﾌﾟﾄ清掃活動(10/3) ﾊﾟｰｸｱﾄﾞﾌﾟﾄ清掃活動(12/21)

⑤ 「リフレッシュ瀬戸内」への活動参加

国、県、市町村等関係機関で構成する瀬戸内・海路ネットワーク推進協議会の事業であ

り、センターも積極的に協力している。

５月２１日 金磯海岸水質検査の実施

センターの協賛事業として横須金磯海岸付近の水質検査を実施し、分析結

果の報告を行った。

６月 ９日 「リフレッシュ瀬戸内」清掃ボランティア活動の参加

役職員合わせて約 60 名が参加し、横須・金磯海岸の清掃奉仕活動を行う

とともに、参加者にセンターオリジナルのうちわを配布し、浄化槽の適正

な維持管理の啓発を行った。

金磯海岸水質検査(5/21) ﾘﾌﾚｯｼｭ瀬戸内清掃活動(6/9)

⑥ その他啓発活動報告について

今年度、三好市池田湖では、ウエイクボード世界選手権大会２０１８が開催され、この

大会にあわせて、地元会員企業の㈱三好浄化槽ネットワークが水環境保全のＰＲ活動を行

った。この活動にセンターも協賛し、合併浄化槽への転換推進などを呼びかけた。

８月３０日～９月 ２日

ウェイクボード世界選手権大会 2018（三好市）水環境保全啓発活動

⑦ ＣＳＲ活動報告について
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ホームページ上に上記活動をＣＳＲ活動報告として公開した。

ＵＲＬ ： http://www.tokushima-env.jp/contents/csr/index.html

（１０）その他の事業（１０）その他の事業（１０）その他の事業（１０）その他の事業

①職員の技術向上を徹底するため、積極的に研修会・講習会に参加し、能力・知識の向上

に努めた。

５月３１日 とくしま民泊セミナー

６月１５日 日本環境整備教育センター実務セミナー

「浄化槽のトラブル事例と対応策」

※７月５日にはセンター職員に対し、報告会を開催

８月６日~７日 徳島職業能力開発促進センター「組織力強化のための管理」

８月８日 （公社）広島県浄化槽協会視察 「検査料回収に関する視察」

８月２８日~２９日

徳島職業能力開発促進センター「業務効率向上のための時間管理」

９月１０日 公正採用選考人権啓発推進員研修会

１０月 ５日 （公社）香川県浄化槽協会 「電話アポインターに関する視察」

１１月２０日 普通救命講習会

１１月２７日 管理職向け職場のハラスメント対策セミナー

１１月３０日 労働契約等解説セミナー

１２月 ４日 公益法人協会セミナー

「今後の法改正を視野に入れた就業規則見直しの重要ポイント」

１２月１７日 働き方改革関連法説明会

１２月１８日 前澤化成工業㈱ 「検査員向け宅内配管講習」

１月２３日 徳島商工会議所 経営セミナー

２月２５日 データ活用人材育成セミナー

センターでは、プライバシーマーク認定により、作成した個人情報保護マネジメントシ

ステムに基づいた体制で業務を行い、月１回の E ラーニングによる社員教育の実施等によ

って、その精度を上げている。30 年度は更新の年（2 年毎）であるため７月に審査期間によ

る更新審査を受け、10 月に更新が認められた。

７月 ４日 プライバシーマーク使用許諾更新審査

３月 ６日 プライバシーマーク内部監査

また、同様に認証を受けているエコアクション２１についてもマネジメントシステムを

遵守しながら、廃棄物排出量や節電等、環境への取り組みを行っており、１０月には更新

審査を受けた。。

４月１８日、７月２７日、１０月３１日、１月３０日

エコアクション２１推進会議

１０月１７日 エコアクション２１更新審査

②開催・出席した主な会議等

＜全浄連四国地区・検査機関四国地区協議会＞

４月２０日 全浄連四国地区・検査機関四国地区協議会総会に参加した。（高知）

９月１３日～１４日 検査機関四国地区協議会検査員研修会に参加した。（愛媛）
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９月２７日 全浄連四国地区協議会合同役員会（香川）

１１月 ３日 検査機関四国地区協議会ソフトボール大会（徳島）

１１月３０日 九州地区浄化槽検査員研修会（福岡）

全浄連・検査機関四国協議会総会(4/20) 四国地区協議会検査員研修会(9/13-14)

ソフトボール大会(11/3) 九州地区検査員研修会(11/30)
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【収益事業１】【収益事業１】【収益事業１】【収益事業１】

２ 計量証明事業及びビル管理法に基づく水質検査事業２ 計量証明事業及びビル管理法に基づく水質検査事業２ 計量証明事業及びビル管理法に基づく水質検査事業２ 計量証明事業及びビル管理法に基づく水質検査事業
（１）計量証明事業及びビル管理法に基づく水質検査事業 ３４，４８７千円

①濃度計量証明事業として特定事業場排水の分析を主に水質分析を実施した。

平成３０年度の証明件数は２，７３５件で売上げは３４，４８７千円であった。

公共関係における入札の落札が増額の要因であるが、今後も従前からの顧客へのサービス

に努めるとともに、流動的ではあるが、入札等にも積極に参加して業務確保を図っていきた

い。

（前年度比 件数：４５４件増 売上額：３，３０９千円増） （P.83）

（２）分析業務に関する講習会・研修会・会議等（２）分析業務に関する講習会・研修会・会議等（２）分析業務に関する講習会・研修会・会議等（２）分析業務に関する講習会・研修会・会議等

内部研修として、当センターにて計量証明事業規定細則に基づく研修を実施した。

＜内部研修＞

３月１９日 計量証明事業規定細則 10.3 に基づく研修

また、外部機関が開催する下記研修に参加し、能力・知識の向上に努めた。

＜研修会等の参加状況＞

４月２０日 水道水質分析・環境分析セミナー 2018

６月１５日 平成３０年度徳島県計量協会通常総会

８月 ３日 （一社）日本環境測定分析協会「新任者教育講座」

９月 ５日～７日

ＪＡＳＩＳ 2018（分析機器・科学機器展示会）

１１月 ８日 計測展 2018 OSAKA

１１月２８日 計量証明事業者クロスチェック事業 打合せ会

１月１６日 島津製作所見学会

１月２５日 計量証明事業者クロスチェック事業結果検討会

２月 ５日 徳島県計量協会講演会「自動はかりと改正 JIS等について」

＜外部に対する研修＞

８月２７日～９月７日 インターンシップ受け入れ（高知大学生）

【収益事業２】【収益事業２】【収益事業２】【収益事業２】

３ 受託講習会及び業務効率化支援、並びに各種用紙・物品販売事業３ 受託講習会及び業務効率化支援、並びに各種用紙・物品販売事業３ 受託講習会及び業務効率化支援、並びに各種用紙・物品販売事業３ 受託講習会及び業務効率化支援、並びに各種用紙・物品販売事業
（１）浄化槽関係技術者の育成と技術向上に関する事業（１）浄化槽関係技術者の育成と技術向上に関する事業（１）浄化槽関係技術者の育成と技術向上に関する事業（１）浄化槽関係技術者の育成と技術向上に関する事業

１）センター所属部会の開催

昨年度まで設置していた「保守点検・清掃委員会」、「施工技術委員会」を休止し、各

業界の課題解決を目的として、１０月に全員参加型の部会別会議を開催した。

「施工」、「保守点検」、「清掃」、「メーカー」の会議では、それぞれの業界が抱えてい

る問題や、これまで解決に至っていない課題等について協議した。

＜施工部会会議 協議内容＞ 10 月 16 日開催

○市町村設置型浄化槽の推進について

○その他について（地域単位での会議開催、資格取得の支援について等）

＜保守点検部会会議 協議内容＞ 10 月 19 日開催

○保守点検・清掃委員会での継続課題について

○市町村設置型（PFI）について

○支部のあり方について保守点検部会会議

○その他について（後継者対策について等）
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＜清掃部会会議 協議内容＞ 10 月 22 日開催

○後継者の確保について

○清掃未実施施設への対応について

○標準契約における課題について

○公共下水道と同様となる浄化槽の位置づけについて

○処理場の処理能力不足対策について

○会議の開催について

＜メーカー部会会議議 協議内容＞ 10 月 26 日開催

○適正な施工を確保するための施策について

○合併浄化槽への転換推進について

○標準契約書の取り扱いについて

○その他について

施工部会会議(10/16) 保守点検部会会議(10/19)

清掃部会会議(10/22) メーカー部会会議(10/26)

部会別会議開催の結果、課題や要望の中には、地域に依存する内容も多くあり、各地域

に応じた対策や運営が必要であると判断し、改めて地域会員単位での会議を開催した。

＜地区会員会議開催日程＞

１２月 ５日 海部地区会員会議（海南文化館）

１２月１０日 三好地区会員会議（池田総合体育館）

１２月１２日 美馬地区会員会議（美馬市地域交流センター）

１月１０日 阿北地区会員会議（吉野川文化研修センター）

１月１５日 小松島地区会員会議（小松島市総合コミュニティセンター）

１月１７日 鳴門地区会員会議（ホテルアドイン鳴門）

１月２２日 阿南地区会員会議（阿南文化会館）

１月２４日 徳島地区会員会議（徳島県環境技術センター会議室）

２）講習会・研修会の開催

①センター主催による浄化槽技術者講習会の開催
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事業所の社員を対象に、高い技術力を持った資格者を育てるための講習会（浄化槽技術者

講習）を開催し、併せて最新機器の展示も行った。

日 程 ： 平成３１年２月２６日

開催場所 ： アスティとくしま

出席人数 ： ４４名

内 容 ： ①「小型浄化槽の技術の変遷と管理技法について」

講師：群馬工業高等専門学校

環境都市工学科・学科長

教授・博士（工学） 堀尾 明宏 氏

②「浄化槽に関する情報提供」

講師：徳島県県土整備部 水・環境課

経営企画・浄化槽担当

浄化槽技術講習会(2/26)

②会員従業員の資格取得の支援

会員従業員に高い知識や技能、技術力を身につけてもらうための講習会や、資格取

得に関する試験対策講座を開催した。

4 月 7 日(土)～ 8 日(日) 第２種電気工事講習会（筆記試験対策）３２名

（主催：（一社）日本科学技術センター）

6 月 23 日(土)～ 24 日(日) 第２種電気工事講習会（実技試験対策）２９名

（主催：（一社）日本科学技術センター）

6 月 8 日(金)～ 9 日(土) 浄化槽設備士試験 受験対策講座 １０名

（講師：㈱ハウステック）

12 月 19 日(水) 浄化槽維持管理システム説明会 １２名

（環境工学研究所株式会社）

2 月 9 日(土) 浄化槽技術講習会 １８名

（主催：徳島県浄化槽設備士会）

2 月 16 日(土)、23 日(土) 低圧電気取扱者安全衛生特別教育 ５４名

（共催：徳島県浄化槽管理士会）

浄化槽設備士試験対策講座 (6/8～6/9) 浄化槽維持管理ｼｽﾃﾑ説明会(12/19)
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浄化槽技術講習会(2/9) 低圧電気取扱者安全衛生特別教育(2/6､2/23)

（２）浄化槽関係業者の事業の適正化及び効率化を支援する事業（２）浄化槽関係業者の事業の適正化及び効率化を支援する事業（２）浄化槽関係業者の事業の適正化及び効率化を支援する事業（２）浄化槽関係業者の事業の適正化及び効率化を支援する事業

１）昨年度に引き続き保証登録申請の電子申請を行った。

保証登録申請書の電子申請によって、浄化槽工事業者に対する申請から登録証明書発行

までの事務の効率化により、期間が短縮された。

２）平成３０年度のプレキャストコンクリート底板（ＰＣ底板）の売上は９，９３５千円で

あった。（昨年度比 ▲２２２千円）

また、販売する底板の品質を十分確保するため、定期的に製造工場で検品を行っている。

９，９３５千円９，９３５千円９，９３５千円９，９３５千円

ＰＣ底板製品検査 4 月 6 日、5 月 16 日、6 月 22 日、7 月 26 日、9 月 6 日、

10 月 3 日、11 月 5 日、12 月 26 日、2 月 12 日

底板等種類 販売数量 売上金額

５人槽（1 枚もの） 378 枚 5,754 千円

５人槽（2 分割） 3 枚 60 千円

７人槽（1 枚もの） 172 枚 3,508 千円

７人槽（2 分割） 13 枚 332 千円

ブロワ台 115 台 153 千円

アイボルト 8 本 12 千円

（３）その他前各号に関連する事業（３）その他前各号に関連する事業（３）その他前各号に関連する事業（３）その他前各号に関連する事業

各種用紙及び物品等の販売事業

区分 品名 数 量 金 額

各種用紙 浄化槽設置届出書・計画書 2,902 部 580 千円

書籍販売 標準契約書 2,598 部 519 千円

浄化槽変更計画書・変更届出書 120 部 24 千円

標準保守点検記録票 1,629 部 1,044 千円

標準清掃記録票 87 部 34 千円

構造審査申請書 11 部 11 千円

工事業・特例工事業申請書 2 部 1 千円

保守点検登録申請書 48 部 24 千円

浄化槽処理対象人員・汚水算定要領 7 部 6 千円

その他 9 部 15 千円

機器販売 鍵付万能フック（30㎝） 1,122 本 1,236 千円

鍵付万能フック（44㎝） 618 本 909 千円

その他 － 376 千円
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【その他の事業】【その他の事業】【その他の事業】【その他の事業】

４ 管理部門（法人）４ 管理部門（法人）４ 管理部門（法人）４ 管理部門（法人）
（１）法人運営に関する事業（１）法人運営に関する事業（１）法人運営に関する事業（１）法人運営に関する事業

１）監査・総会の開催

【会計・業務監査】

４月２４日

平成２９年度の会計監査・業務監査を行った。

１０月２５日

平成３０年度上半期（4 月～ 9 月）の会計監査・業務監査を行った。

【定時社員総会】

５月２９日

第８回定時社員総会を開催し、平成２９年度の事業報告・決算報告、任期満了に伴

う理事（１２名）及び監事（２名）の選出等を行った。

２）常任理事会・理事会の開催

センターの運営にかかる議題をもとに常任理事会・理事会を開催した。

・常任理事会（１１回）、理事会（１２回）

会計及び業務監査(4/24) 第８回定時社員総会(5/29)

第１回理事会(4/25) 第８回理事会(1/23)

３）会員を対象とした会議等

①会員報告会の開催

前年度に実施した旧支部別の意見交換会で得た各地域の意見・要望に対し、理事会で

協議した経過を報告するための地区会員報告会を開催した。（前年度繰り越し地域）。

４月 ４日 旧阿北支部意見交換会（吉野川市文化研修センター）

４月 ６日 旧海部支部意見交換会（海南文化館）

４月 ９日 旧阿南支部意見交換会（阿南文化会館）

４月１１日 旧小松島支部意見交換会（小松島みなと交流センター Kocolo）

４月１６日 メーカー部会意見交換会（徳島県環境技術センター会議室）
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②部会別役員候補者選考会

平成 30 年度通常総会における、任期満了に伴う役員改選に向け、前回と同様、部会別

による役員候補者選考会を開催した。

４月１６日 部会別役員候補者選考会

清掃部会（14:00)、保守点検部会（14:30）、

施工部会（15:00）、メーカー部会（15:30）

小松島地区報告会(4/11) 部会別 役員候補者選考会(4/16)

４）全浄連

４月２０日 全浄連四国地区協議会総会・法指定検査機関四国地区協議会総会に出席し

た。（高知 ザクラウンパレス新阪急高知）

５月２３日 全浄連第２０回理事会に出席した。（アルカディア市ヶ谷）

６月２９日 全浄連第６回定時総会に出席した。（ホテルグランドパレス）

９月２７日 全浄連四国地区協議会合同役員会に出席した。（ＪＲﾎﾃﾙｸﾚﾒﾝﾄ高松）

１０月 １日 第３２回全国浄化槽大会に出席した。（ホテルグランドパレス）

１０月 ２日 全浄連第２３回理事会に出席した。（アルカディア市ヶ谷）

１月２５日 全浄連第１回事業・組織広報委員会に出席した。（全浄連会議室）

２月 ５日 全浄連第２４回理事会に出席した。（ホテルグランドヒル市ヶ谷）

２月２５日、２６日

全浄連事務局長会議に出席した。（ホテルグランドヒル市ヶ谷）

（２）会員の入会・退会の状況（２）会員の入会・退会の状況（２）会員の入会・退会の状況（２）会員の入会・退会の状況

平成３０年度は３社の入会申請があった。また、２社が退会した。

＜会員の入・退会状況＞ 平成３１年３月３１日現在

地 区 会員数 入会会員 退会会員 差引会員数 備 考

徳 島 ５６社 ３社 ０社 ５９社

鳴 門 １０社 ０社 ０社 １０社

小 松 島 １２社 ０社 ０社 １２社

阿 南 ２０社 ０社 ２社 １８社

海 部 ７社 ０社 ０社 ７社

阿 北 ８社 ０社 ０社 ８社

美 馬 １１社 ０社 ０社 １１社

三 好 ２４社 ０社 ０社 ２４社

メーカー １３社 ０社 ０社 １３社

合 計 １６１社 ３社 ２社 １６２社
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＜入会会員＞ ３社

地 区 会 員 名 代表者 入会日 部 会

徳 島 サポート・システム 山根 秀治 H30. 7. 4 施 工

徳 島 東海シグマ㈱ 山田 覺 H30. 9.19 保守点検

徳 島 松茂清掃社㈲ 田村 茂人 H30.11. 1 清 掃

＜退会会員＞ ２社

地 区 会 員 名 代表者 退会日 部 会

阿 南 吉見石灰工業㈱商事部 森 信博 H30. 9.30 施 工

阿 南 中野工業㈱ 中野 慎一郎 H31. 3.31 施 工

＜会員内訳＞

地 区 施 工 保守点検 清 掃 合 計

徳 島 ２７社(1) ２３社(1) １２社(1) ６２社(3)

東 部 鳴 門 ８社 ２社 ０社 １０社

小 松 島 ８社 １社 ３社 １２社

阿 北 ３社 ０社 ５社 ８社

阿 南 １５社 ２社(1) ２社 １９社(1)
南 部

海 部 ３社 ３社 １社 ７社

西 部 美 馬 ８社 １社 ２社 １１社

三 好 １８社 ５社 １社 ２４社

メーカー １３社

合 計 ９０社 ３７社 ２６社 １６６社(4)

※複数部会所属会員はそれぞれ部会毎に１社として計算している。

カッコ内の数字は複数部会に所属する会員数

（３）許認可に関する事項（３）許認可に関する事項（３）許認可に関する事項（３）許認可に関する事項

１）徳島県告示第２５５号浄化槽法に基づく法定検査機関の指定（昭和６２年３月２７日）

２）計量証明事業登録（平成１２年１２月１４日 第７４号）

３）建築物飲料水水質検査事業（平成２６年２月１７日 徳島県東保２６水 第１号）

（４）変更認定申請書（４）変更認定申請書（４）変更認定申請書（４）変更認定申請書

6/26日 役員変更に伴う変更届出書を提出
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（５）役員等に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）（５）役員等に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）（５）役員等に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）（５）役員等に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）

役 職 氏 名 勤務体系 所 属 および 役 職

会 長 吉村 正 非常勤 (有)吉村建材店 代表取締役

副 会 長 髙橋 一巳 非常勤 トーヨー化工(株) 代表取締役

専務理事 川人 誠司 常 勤 (公社)徳島県環境技術センター 事務局長

常任理事 田原 典郎 非常勤 (株)三好浄化槽ネットワーク 代表取締役

理 事 井内 幸一 非常勤 (有)井内清掃 代表取締役

〃 田村 茂人 非常勤 豊栄設備工業(株) 代表取締役

〃 森 玄徳 非常勤 (有)森清浄社 代表取締役

〃 眞貝 浩司 非常勤 (有)真和 代表取締役

〃 日下 貴博 非常勤 日徳三善電機(有) 代表取締役

〃 久積 修次 非常勤 (株)ウォーターサポート久積 代表取締役

〃 石村 純洋 非常勤 フジクリーン工業(株)高松営業所 所長

〃 杢保 恭章 常 勤 (公社)徳島県環境技術センター 事務局次長

監 事 長地 孝夫 非常勤 公認会計士 長地孝夫事務所 公認会計士

〃 志摩 恭臣 非常勤 朝田啓祐法律事務所 弁護士

（６）職員に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）（６）職員に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）（６）職員に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）（６）職員に関する事項 （平成３１年３月３１日現在）

職 員 数 入 社 退 社 平均年齢 平均勤続年数

男性 ５１ 名 １名 ３名 ４２．８才 １３．７年

女性 ２４ 名 ３名 ３名 ４１．９才 １１．９年

合計又は平均 ７５ 名 ４名 ６名 ４２．５才 １３．１年

（７）法令遵守に関する事項（７）法令遵守に関する事項（７）法令遵守に関する事項（７）法令遵守に関する事項

１）交通事故

交通事故の発生を抑止するための措置として、デジタルタコグラフ、ドライブレコー

ダーを導入している。大きな事故の発生は無いが、未だ不注意による事故を根絶でき

ていない。そこで、一定以上の事故を起こした職員には教習所での安全運転講習の受

講を義務づけることとした。

１０月２４日 安全運転管理者講習

事 故 内 容 30年度 29年度 前年対比

任意保険対象外事故 １１件 １１件 ０
物損事故

任意保険適用事故 ３件 ４件 ▲１

人 身 事 故 ０件 １件 ▲１

合 計 １４件 １６件 ▲２
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２）個人情報保護

個人情報の不適切な管理を防ぐため、個人情報保護マネジメントシステムに基づき業

務を行っている。

・個人情報保護に関する事故

なし

３）労務管理上の事故

①安全衛生委員会を毎月開催し、労務上の事故防止や職員の健康管理について協議し

職員周知・研修等を行った。

・労災申請件数（１件）

（前年度： ３件）

５ 附属明細書５ 附属明細書５ 附属明細書５ 附属明細書
事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していな

い。


